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第３章 人権施策の推進 

 

この指針に基づき、市民一人ひとりが人として尊重され、だれもが生き生き

と生活できる社会を形成していくという視点に立ち、人権を巡る諸状況や人権

教育・啓発の諸課題を把握した上で、人権施策を推進するに当たっての基本的

な視点と推進策を次のとおりとします。 

    

１ 人権意識の高揚を図る施策 

 

（１）市民の人権問題に対する意識の把握 

急激な社会の変化により、ホームレスや犯罪被害者等に対する偏見によ

る差別など、新たな人権問題が発生するなど人権問題に対する市民の意識

は刻々変化しています。 

人権教育・啓発活動を効果的に推進するためには、定期的に人権問題意

識調査を行い、課題を的確に把握し施策につなげていきます。 

 

（２）市民への啓発 

人権教育・啓発に当たっては、より多くの市民に人権尊重の理念を伝え

なくてはなりません。そのためには、自然な形で人権問題について興味を

引くような手法や、一人ひとりの心にしみじみと伝わってくる内容など、

創意工夫をこらすことが重要です。 

市民参加の事業としては、人権作品の募集、人権啓発映画の上映、講演

会、人権の花運動等が挙げられます。また市は、地域の公民館や町内会が

企画実施する人権学習会等に協力し、人権問題に対する正しい認識の普及

に努めていきます。また人権について考えるきっかけとなる資料や啓発パ

ンフレットを作成し、家庭や地域へ配布します。 

 

（３）企業・事業所への啓発 

企業も社会を構成する一員であるという考え方から、企業の社会的責任

や社会貢献が重要視されています。 

人権が大切にされる企業や職場に向けて、地域の商工会等と協力・連携

し、人権問題の講演会の開催や情報の提供等を行い意識の高揚を図ります。 

 

（４）行政職員の研修 

行政の仕事は、すべてにおいて人権に深いかかわりを持つことから、職
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員一人ひとりが、自ら率先して人権問題に対して正しい理解と認識を持ち、

人権の視点を持って職務を遂行し、差別を見抜く力や人権侵害であること

に気付く感性が強く求められます。加えて公務員は基本的人権の尊重を基

本理念とする日本国憲法を尊重し擁護する義務を負っています。特に行政

職員、教職員、消防職員、医療・保健・福祉関係者など、人権にかかわり

の深い特定の職業に従事する者の質的向上を図る研修等がこれまで以上に

求められています。 
これらのことから、職員全員が日ごろから人権の視点を持ち、市民の立

場で考え、行動できるよう研修等を一層充実させていきます。 

 

（５）人権問題啓発活動推進者の育成     

様々な人権問題に対する啓発活動を推進するため、各地域で活動してい

る市民の指導力向上を目指す研修会を開催します。 
 
２ 人権擁護に資する施策 
 

（１）人権にかかわる相談窓口等の連携 

現在、人権課題に関する相談・支援は、国においては法務省が管轄する

法務局と人権擁護委員により実施されています。同時に市では、市民相談、

行政相談、法律相談のほかに育児相談、障がいのある人や高齢者を対象と

した相談等が柔軟かつ迅速に対応できるよう担当部署と連携を図っていき

ます。 
 

（２）人権侵害の救済 

人権侵害にかかわる事案の処理については、現行制度では国の事務とな

っており、法務省の人権擁護機関が重要な役割を果たしています。しかし、

被害者救済の実効性に限界があるため、国の人権擁護推進審議会において、

新たな人権救済制度の在り方について答申が出されているところです。 
市では今後の国や県の動向を踏まえ、当事者の立場に立った適切な相談･

支援･救済の手続が図られるよう連携協力体制の構築に努めます。 
 

３ 推進体制 
 

（１）庁内の推進体制 

人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ効果的に実施するために、全

部署の幹部職員で構成される人権行政推進会議において、各部局相互の調
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整を図り、統一ある人権行政を遂行します。 

また、各部署に人権推進員を選任し、職場内の人権問題研修を積極的に

推進します。 
 

（２）市民・関係団体等との協働体制 

市は、国及び県等との連携を図りつつ、地域に密着したきめ細かい啓発

活動を実施します。 

具体的には、各支所の人権担当部署、個別の人権課題の担当部署との連

携、学校教育機関、社会教育機関、人権擁護機関との連携、女性・高齢者・

障がいのある人・同和問題等の当事者団体との連携、企業・事業所等との

連携を強化して取り組んでいきます。また、市民啓発団体である「廿日市

市人権啓発推進協議会」の組織を強化し、多様な市民層への啓発活動を実

施していきます。  
 

４ 人権啓発にかかわる団体活動の支援 

 

（１）廿日市市人権啓発推進協議会 

効果的な人権啓発を行うためには、社会全体で啓発活動を行うことが必

要です。このため、地域に密着した啓発を推進するための組織である市人

権啓発推進協議会の活動に対して支援していきます。 

 

（２）廿日市人権擁護委員協議会 

人権擁護委員の様々な活動は、家庭や地域社会の中に人権尊重思想を浸

透させる上で重要な役割を果たしています。中でも将来の社会の担い手で

ある子どもに対し、優しさと思いやりの心を体得させることを目的とした

活動や、いじめに関する相談活動などに対して支援していきます。 

  

５ 啓発資料・啓発ビデオ等の整備・充実 

    

人権に関する資料等は、研修会・学習会などの参考資料として必要なもの

です。 

各実施主体や関係諸機関等が保有する資料については、その有効かつ効果

的な活用を図る観点から、各機関相互における利用を促進し、また多くの市

民がこうした資料を閲覧しやすい環境の整備・充実に努めていきます。 

 

 


